
 
 

特定支出控除を受けられる方へ

１ 給与所得者が所得税法第 条の２の規定に基づいて、帰宅旅費につき特定支出控除を受

けようとする場合は、この依頼書に所定の事項を記入の上、給与等の支払者に提出して証

明を受け、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付してください。

なお、修正申告書又は更正請求書の提出に当たっては、先の確定申告書、修正申告書又は更正

請求書に添付している証明書を再度添付する必要はありません。

２ 書き方

「転任年月日」欄には、転任の事実が生じた日を記入します。

「転任前」及び「転任後」の「勤務する場所」欄には、転任前及び転任後の勤務する会

社や事務所、工場等の所在地を記入します。また、「住所（又は居所）」欄には、あなた

の住所又は居所を記入します。

「転任に伴い別居する者」欄には、次により記入します。

イ「氏名」欄には、転任に伴い次のいずれかの場合に当てはまるときに、それぞれ次に

掲げる者の氏名を記入し、「態様」欄は、その当てはまる番号を○で囲みます。

Ⅰ 生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合……その配偶者

Ⅱ 配偶者と死別・離婚した後婚姻していない者や配偶者の生死が明らかでない者が、

生計を一にする子で総所得金額等の合計額が 58 万円以下の者との別居を常況とする

こととなったとき……その子

Ⅲ 配偶者と死別・離婚した後婚姻していない者や配偶者の生死が明らかでない者が、

生計を一にする子で特別障害者である者との別居を常況とすることとなった場合……

その子

ロ 「居住する場所」欄には、「氏名」欄に記載した者の居住する場所を書きます。

「給与等の支払者により補塡される部分につき所得税が課されない部分の金額」欄には、

帰宅旅費の支出につき勤務先から補塡される部分の金額で所得税が課されない部分の金

額があるときにその金額を記入します。

給与等の支払者の方へ

給与所得者からこの依頼書の提出があった場合は、記載事項が適正に記載されていること

を確認した上で、所定の事項を記入等して証明書を依頼した給与所得者に交付してください。


